
昭
和
五
十
九
年
八
月
十
四
日
受
領 

 
 

 
 

 

答

弁

第

三

三

号 
   

衆
議
院
議
員
菅
直
人
君
提
出
昭
和
電
工
株
式
会
社
の
各
工
場
に
お
け
る
じ
ん
肺
な
ど
の
発
生
状
況
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
一
第
三
三
号 

昭
和
五
十
九
年
八
月
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
福 

永 

健 

司 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
菅
直
人
君
提
出
昭
和
電
工
株
式
会
社
の
各
工
場
に
お
け
る
じ
ん
肺
な
ど
の
発
生
状
況 

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

所
轄
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
保
存
さ
れ
て
い
る
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況
報
告
に
よ
れ
ば
、
じ
ん
肺
健

康
診
断
の
実
施
状
況
及
び
管
理
区
分
別
労
働
者
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
じ
ん
肺
健
康
診
断
ご
と

の
じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
じ
ん
肺
の
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た

労
働
者
数
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

(一 ) 

昭
和
電
工
株
式
会
社
大
町
工
場 

(1) 

じ
ん
肺
健
康
診
断
実
施
状
況 



         

(2) 

粉
じ
ん
作
業
従
事
労
働
者
及
び
粉
じ
ん
作
業
従
事
労
働
者
で
あ
つ
た
者
の
じ
ん
肺
管
理
区
分
別
内
訳 

（
毎
年
十
二
月
末
日
現
在
） 

四 

 



       

(二 ) 
昭
和
電
工
株
式
会
社
塩
尻
工
場
（
以
下
「
塩
尻
工
場
」
と
い
う
。
） 

(2) 

粉
じ
ん
作
業
従
事
労
働
者
及
び
粉
じ
ん
作
業
従
事
労
働
者
で
あ
つ
た
者
の
じ
ん
肺
管
理
区
分
別
内
訳 

(1) 
じ
ん
肺
健
康
診
断
実
施
状
況 

（
毎
年
十
二
月
末
日
現
在
） 

五 

 



       
(三 ) 

昭
和
電
工
株
式
会
社
秩
父
工
場
（
以
下
「
秩
父
工
場
」
と
い
う
。
） 

(2) 

粉
じ
ん
作
業
従
事
労
働
者
及
び
粉
じ
ん
作
業
従
事
労
働
者
で
あ
つ
た
者
の
じ
ん
肺
管
理
区
分
別
内
訳 

(1) 

じ
ん
肺
健
康
診
断
実
施
状
況 

（
毎
年
十
二
月
末
日
現
在
） 

六 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

     
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
事
業
者
、
労
働
者
又
は
労
働
者
で
あ
つ
た
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
エ
ッ
ク
ス
線

写
真
及
び
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
等
を
基
礎
と
し
て
、
じ
ん
肺
管
理
区
分
の
決
定
を
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
管
理
区
分
決
定
後
、
提
出
者
に
返
却
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
つ
て
、
個
人
別
の
過
去
の
健
康
診
断
の
詳
細
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

七 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

有
所
見
者
数
が
増
加
し
た
理
由
と
し
て
は
、
診
断
技
術
の
向
上
、
粉
じ
ん
作
業
従
事
期
間
の
伸
長
等
が
考
え

ら
れ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。 

塩
尻
工
場
の
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
末
日
に
お
け
る
じ
ん
肺
管
理
区
分
別
の
労
働
者
数
は
、
一
及
び
二
に
つ

い
て
に
お
い
て
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
じ
ん
肺
管
理
区
分
決
定
に
至
る
ま
で
に
受
診
し
た
じ
ん
肺
健

康
診
断
の
日
時
等
に
つ
い
て
は
、
三
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
理
由
に
よ
り
把
握
し
て
い
な
い
。 

じ
ん
肺
管
理
区
分
決
定
に
係
る
じ
ん
肺
健
康
診
断
よ
り
前
に
行
わ
れ
た
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
診
断
内
容
等
に

つ
い
て
は
、
三
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
理
由
に
よ
り
把
握
し
て
い
な
い
。 

秩
父
工
場
に
お
け
る
ク
ロ
ム
作
業
従
事
者
の
う
ち
、
昭
和
五
十
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
昭
和
五
十
一
年
十
月 

八 

 



九
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

十
五
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
労
災
保
険

法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
障
害
補
償
給
付
の
支
給
決
定
を
受
け
た
も
の
の
状
況
は
、

嗅
き
ゆ
う

覚
脱
失
が
あ
る
と
し

て
障
害
等
級
第
十
二
級
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
二
十
六
名
及
び

嗅
き
ゆ
う

覚
減
退
が
あ
る
と
し
て
障
害
等
級
第

十
四
級
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
二
十
三
名
で
あ
る
。 

昭
和
五
十
年
十
二
月
十
七
日
に
障
害
等
級
第
十
四
級
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
者
の
う
ち
の
五
名
に
つ
い
て 

は
、
埼
玉
労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
査
官
が
、
専
門
医
の
診
断
結
果
等
に
基
づ
き
、
原
処
分
庁
た
る
秩
父
労
働

基
準
監
督
署
長
が
障
害
補
償
給
付
の
支
給
決
定
に
用
い
た
医
師
の
検
査
結
果
が
そ
の
資
料
と
し
て
必
ず
し
も
適

当
な
も
の
で
な
か
つ
た
と
判
断
し
、
昭
和
五
十
一
年
六
月
同
支
給
決
定
を
取
り
消
し
た
も
の
で
あ
る
。 

秩
父
工
場
の
ク
ロ
ム
作
業
従
事
者
（
退
職
者
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
労
災
保
険
法
に
基
づ
き
保
険
給
付
の
支
給 

九 

 



 

一
〇 

決
定
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
鼻
中
隔

穿せ

ん

孔
が
認
め
ら
れ
た
者
は
、
十
八
名
で
あ
る
。 

十
に
つ
い
て 

秩
父
工
場
の
ク
ロ
ム
作
業
従
事
者
（
退
職
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
肺
が
ん
等
の
が
ん
に
り
患
し
、
又
は
こ
の

た
め
に
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
労
災
保
険
法
に
基
づ
く
保
険
給
付
の
支
給
決
定
を
受
け
た
も
の
は
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




